
衆
議
院
議
員
山
井
和
則
君
提
出
年
金
の
実
質
的
な
改
定
率
の
認
識
等
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

公
的
年
金
制
度
に
つ
い
て
は
、
制
度
の
長
期
的
な
持
続
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
に
、
平
成
十
六
年
の
年
金
制
度
改
正
に

お
い
て
、
将
来
の
保
険
料
水
準
を
固
定
す
る
一
方
、
お
お
む
ね
百
年
間
の
収
支
を
均
衡
さ
せ
る
期
間
の
終
了
時
に
お
い
て
給

付
の
支
給
に
支
障
が
生
じ
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
に
必
要
な
積
立
金
を
保
有
し
つ
つ
、
当
該
期
間
に
わ
た
っ
て
財
政
の
均
衡

を
保
つ
よ
う
年
金
の
給
付
水
準
を
調
整
し
て
い
く
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
を
設
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
令
和
元

年
度
の
年
金
額
は
、
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
給
付
水
準
の
調
整
を
こ
れ
ま
で
の
未
調
整
分
も
含
め
て
行
っ
て
も
な
お
、

前
年
度
か
ら
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト
上
昇
し
て
お
り
、
令
和
元
年
度
の
年
金
額
改
定
に
つ
い
て
は
、
年
金
制
度
の
支
え
手
で
あ

る
現
役
世
代
が
将
来
年
金
を
受
給
す
る
世
代
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
受
給
す
る
こ
と
と
な
る
年
金
の
給
付
水
準
を
確
保
し

つ
つ
、
現
在
の
受
給
世
代
に
対
す
る
年
金
額
を
上
昇
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ま
た
、
お
尋
ね
の
平
成
二
十
五
年
度
か
ら
平
成
三
十
年
度
ま
で
の
①
「
年
金
額
改
定
に
用
い
る
物
価
変
動
率
」
（
国
民
年

金
法
（
昭
和
三
十
四
年
法
律
第
百
四
十
一
号
）
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
率
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭

和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
率
を
い
う
。
）
及
び
②
「
年
金
額
改
定
率
」



を
お
示
し
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

平
成
二
十
五
年
度

①
〇
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

②
〇
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
（
た
だ
し
、
同
年
十
月
以
降
に
お
い
て
は
、
マ
イ
ナ
ス
一
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト
）

平
成
二
十
六
年
度

①
〇
・
四
パ
ー
セ
ン
ト

②
マ
イ
ナ
ス
〇
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
二
十
七
年
度

①
二
・
七
パ
ー
セ
ン
ト

②
〇
・
九
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
二
十
八
年
度

①
〇
・
八
パ
ー
セ
ン
ト

②
〇
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
二
十
九
年
度

①
マ
イ
ナ
ス
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

②
マ
イ
ナ
ス
〇
・
一
パ
ー
セ
ン
ト

平
成
三
十
年
度

①
〇
・
五
パ
ー
セ
ン
ト

②
〇
・
〇
パ
ー
セ
ン
ト



な
お
、
年
金
額
改
定
率
に
つ
い
て
は
、
将
来
の
保
険
料
水
準
を
固
定
す
る
一
方
、
社
会
全
体
の
公
的
年
金
制
度
を
支
え
る

力
に
応
じ
て
年
金
の
給
付
水
準
を
調
整
す
る
と
い
う
仕
組
み
の
下
で
、
国
民
年
金
法
第
二
十
七
条
の
二
等
及
び
厚
生
年
金
保

険
法
第
四
十
三
条
の
二
等
の
規
定
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
お
尋
ね
の
よ
う
な
年
金
額

改
定
率
と
物
価
変
動
率
と
の
差
引
き
の
率
を
算
出
し
、
そ
れ
に
係
る
見
解
を
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
公
表
時
期
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
」
す
る
こ
と
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、

国
民
年
金
法
第
四
条
の
三
第
一
項
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
第
二
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
府
は
、
少
な
く
と
も
五

年
ご
と
に
、
国
民
年
金
事
業
及
び
厚
生
年
金
保
険
事
業
の
財
政
の
現
況
及
び
見
通
し
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
、
お
尋
ね
の
「
将
来
の
公
的
年
金
の
財
政
見
通
し
（
財
政
検
証
）
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
作
業
中
で
あ
り
、

必
要
な
検
証
作
業
が
終
わ
り
次
第
、
公
表
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

御
指
摘
の
「
断
定
す
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
く
、
ま
た
、
前
段
の
お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、

仮
定
の
御
質
問
で
あ
る
こ
と
か
ら
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
が
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
に
よ
る



年
金
積
立
金
の
運
用
は
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
十
条
第
二
項
の

規
定
に
従
っ
て
、
内
外
の
経
済
動
向
を
考
慮
し
つ
つ
、
専
ら
被
保
険
者
の
利
益
の
た
め
に
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
、
安
全
か

つ
効
率
的
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
承
知
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
、
平
成
十
三
年
度
の
厚
生
労
働
大
臣
に
よ
る
年

金
積
立
金
の
自
主
運
用
の
開
始
以
降
、
こ
れ
ま
で
の
年
金
積
立
金
の
運
用
に
お
い
て
は
、
様
々
な
短
期
の
経
済
変
動
が
あ
っ

た
も
の
の
、
年
金
財
政
の
安
定
の
た
め
に
必
要
と
な
る
年
金
積
立
金
の
実
質
的
な
運
用
利
回
り
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、

「
国
民
の
大
切
な
年
金
積
立
金
を
預
か
る
立
場
と
し
て
、
不
適
切
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
ス
ト
レ
ス
テ
ス
ト
の
内
容
と
そ
の
結
果
」
に
つ
い
て
は
、
年
金
積
立
金
管
理
運
用
独
立
行
政
法
人
に
お
い
て

は
、
市
場
そ
の
他
の
民
間
活
動
に
与
え
る
影
響
に
留
意
し
て
、
現
時
点
に
お
い
て
こ
れ
ら
を
公
表
し
て
い
な
い
と
承
知
し
て

い
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。


